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オーストラリアで製品を販売した場合メーカー側にどの様な責任が発生するので 

しょうか？ 
 

商慣習法であるTrade Practice Act (TPA) 第７４条１項に基づきメーカーは消費者 

に対し購入製品の修理の提供を義務付けられております。 
 

判例として、莫日系メーカーの例があります。 

この日系メーカーは１９９０年頃にリモート・コントロール付きのカラー・テレ 

ビを豪州国内で販売しておりました。消費者の修理要望をメーカー側は断りまし 

た。 
 

修理に出されたテレビのリモート・コントロールは製造から９年経過しておりま 

した。断られた消費者は裁判を起こし、TPA 第７４条１項に基づき損害賠償を 

求めました。 
 

裁判の争点は消費者が修理出来ない状況に置かれた理由の正当性でありました。 

正当な理由として掲げられる１つには販売前に修理保障期限を表示した場合等が 

掲げられます。又は、消費者が製品をオークション等で購入した場合が掲げられ 

ます。 
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